
基調講演２
金融庁におけるコロナからの地域経済

再生に向けた取組み
金融庁監督局銀行第二課地域金融企画室長 今泉宣親

10/8沖縄版・企業支援によるコロナへの挑戦（セミナー）－連携強化による事業
再生支援－



今後は資金繰り支援に留まらない
経営改善支援へ



資金繰り支援への影響（企業アンケート調査）
 2015年度より実施する「企業アンケート」を今年度も約３万社に依頼（10,162社から回答）
 今回調査では、地域金融機関の金融仲介プロセスに対する顧客評価に加え、新型コロナウイルス感染症による資金
繰りへの影響についても確認

（注）観光業は他業態に比して調査対象先が少ないため有効回答数が少なく、
回答による変動が大きい点には留意が必要

売上への影響 資金繰りへの影響

資金繰りへの影響
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日銀金融システムレポート（2020年10月）より抜粋



中小企業（Ａ社）のバランスシート

事業負債

自己資本

事業資産

（長期資金不足）

借入金

金融機関のバランスシート

その他負債

自己資本

貸出金

（長期資金不足）

預金

有価証券

その他資産

Ａ社向け融資

○

金
融
機
関
の
主
要
な
資
産
は
企
業
向
け
貸
出
金

○

中
小
企
業
の
負
債
の
大
半
は
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
金

 金融機関は融資によって企業のバランスシートと繋がっている ＝ 金融仲介
⇒ 企業と金融機関は一体となって事業価値を向上していく ＝ 金融機関の金融仲介機能の発揮

（資産） （負債・自己資本）（資産） （負債・自己資本）
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金融仲介機能の発揮とは



中小企業のバランスシート

事業負債

自己資本

事業資産
借入金

（資産） （負債・自己資本）

資金繰り支援本業支援

金融支援

5

事業者支援に必要なこと～本業支援と金融支援の組み合わせ～



中小企業の望ましいバランスシート
（資金運用表：現預金除き）

売上債権

棚卸資産

仕入債務
短
期
（
運
転
）
資
金

自己資本

固定資産

長
期
（
設
備
）
資
金

（長期資金不足）

短期継続融資

長期融資
（約定弁済あり）

固定長期適合率≦１００
運転資金（売上債権＋棚卸資産－仕入債務）≧短期継続融資

金融機関

 BSを主体に融資を組み替える

 経常運転資金には短期継続融資を行う
 必要に応じて資金繰り表を作成する
 日常的なモニタリングを行う
 経営者保証は求めない

 設備資金と赤字資金とを区別する
 設備の償却年限と返済年限を揃える
 赤字資金には将来計画の策定を行う

基本的なスタンス

長期融資

短期融資

アフターコロナは融資の組み換えから

ゼロゼロ融資も例外ではない
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事業者支援に必要なこと～融資の組み換え～
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政府系金融機関による新型コロナウイルス感染症を受けた金融支援メニュー



 急激な経営環境の変化により資本の充実が必要となった事業者に対する支援に当たっては、貸付け
の条件変更等だけではなく、資本性借入金や出資等も活用することが有用である旨を監督指針で明
確化し、金融機関の対応を促した。（令和２年５月27日）

【主要行等向けの総合的な監督指針に追記した記述】

「資本性借入金」とは、貸出条件が資本に準じた十分な資本的性質が認められる借入金として、 債務者の
評価において 、 資本とみなして 取り扱うことが可能な もの をいう。なお、あくまでも借入金の実態的な性
質に着目したものであり、債務者の属性（企業の規模等）、債権者の属性（金融機関、事業法人、個人等）や
資金使途等により制限されるものではなく、基本的には、償還条件、金利設定、劣後性といった観点から、資
本類似性が判断される。一般に、
① 償還条件については、契約時における償還期間が ５ 年を超え、期限一括償還又は同等に評価できる
長期の据置期間が設定されていること
② 金利設定については、資本に準じて配当可能利益に応じた金利設定となっていること （業績連動型 な
ど、債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕組みが講じられてい
ること

③ 劣後性については、法的破綻時の劣後性が確保されていること（ 又は 、少なくとも法的破綻に至るま
での間において、他の債権に先んじて回収されない仕組みが備わっていること）

が求められると考えられる。

（注）「主要行等向けの総合的な監督指針」以外に、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「保険会社向けの総合的な監督指針」についても
同様の改正を実施。
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資本性借入金の取扱いの明確化に係る監督指針の一部改正について



新型コロナウイルス感染症の影響を受け、法的整理の要件に該当することになった個人・ 個人事
業主についても、同ガイドラインの支援対象に追加するため、関係機関と調整の上、 令和２年10
月30日に特則を制定・公表し、生活や事業の再建の支援を実施する（令和２年 12月１日
より適用開始） 。

○ 自然災害ガイドラインは、全国銀行協会等による民間の自主的なルール。災害救助法の適
用を受けた全国の自然災害による個人の被災者を対象とし、住宅ローン等の既往債務の弁済が
困難となった被災者が、法的な破産手続によらず債務免除等を受けることが可能。

■ 主なポイント

■ 自然災害ガイドラインの概要とコロナ特則

登録支援専門家

債務者 債権者

調停条項案について
同意/同意の見込み

債務整理成立

簡易裁判所

特定調停
申立て

手続支援

■ コロナ特則の支援対象
○ 新型コロナウイルス感染症が指定感染症に指定された令和２年２月１日を基準日とし、同日以降に失業や収入・売上が大き
く減少するなどにより、債務が弁済困難となるなど、法的整理の要件に該当する個人・個人事業主が支援対象。

○ 従来の支援スキームに加え、民事再生法の住宅資金特別条項と同様の支援スキーム（※）の導入により、住宅を手放すこと
なく生活や事業の再建ができる。
※住宅資金特別条項による支援スキーム：住宅資金貸付債権（住宅ローン）については、従来どおり又はリスケジュールして弁済を継続する ことによ
り、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務を整理することができるしくみ。

○ 特別定額給付金等の差押禁止財産に加え、財産の一部をローンの支払いに充てずに、手元に残すことができる。
○ 破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことが個人信用情報として登録されないため、その後の新たな借入れに
影響が及ばない。
○ 国の補助により、弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができる。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人・個人事業主に対する
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」による支援のための特則について

（令和２年10月30日制定、令和２年12月１日適用開始）
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 融資のみならず経営支援サービス全般を提供し、企業の価値向上を支援する
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経
営
支
援
サ
ー
ビ
ス

企業価値
の向上

融
資
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今後の企業支援の方向性



金融機関から受けたい支援サービス 手数料を支払ってもよいサービス

今後金融機関から受けたい経営改善支援サービスについては、全体で見ると、５割が「取引先・販売先の紹介」、次
いで４割弱が「各種支援制度の紹介や申請の支援」を求めている。
経営改善支援サービスを受けたいと回答した企業のうち、手数料を支払ってもよいと回答した割合を確認すると、「経
営人材の紹介」が５割弱と最も高く、次いで「事業転換に関するアドバイス・提案」が４割強と回答。
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各種支援制度の紹介や申請の支援…
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経営改善支援サービス（企業アンケート調査）
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令和元年度金融行政方針「重点施策の概要」より抜粋



金融機関による経営改善支援
を後押しする施策



〔事業再生支援〕
○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた地
域の中核となる企業に対して、出融資に加えて、事業者の状況
に応じたハンズオン支援等を行うことにより、再生や成長を支援。

〔復興支援ファンド〕
○ REVICが地域金融機関等と共同で設立した、既存の災害復
興支援ファンドについて、2020年６月30日、ファンドの規約を
変更し、新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪
化した事業者を対象に拡大。

○ また、2020年７月31日、既存の復興支援ファンドが無かった
近畿中部地区の事業者の復興及び事業再生支援等を目的と
する「近畿中部広域復興支援ファンド」を設立。

新型コロナウイルス等の影響を受けた事業者への支援

地域企業

直接再生支援

金融機関調整
債権買取
出融資

ハンズオン支援

【事業再生支援】

等

地域企業

出融資
ハンズオン支援

REVIC
子会社

【地域活性化ファンドの運営】

民間との共同設立
（GP出資）

ファンド

LP出資LP出資

地域金融機関

R E V I Cの主な機能

○ REVICは、地域企業・産業の生産性向上や円滑な新陳代謝の促進等を図ることを通じて、地域経済の活性化に貢献するため、
2013年3月、企業再生支援機構を抜本的に改組・機能拡充して発足

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化した事業者の復興及び事業再生等を早期に実現するため、REVICは、
事業再生の枠組みを活用した支援や、地域金融機関と連携したファンドを通じた資本性資金の供給等を進めている

○ 2020年６月の法改正により、支援・出資決定期限を2026年３月、業務完了期限を2031年3月末まで、それぞれ５年間延長

経営管理

⇒ 2020年6月の法改正（期限延長）やファンドの整備が行われたこ
とにより、REVICは、地域金融機関と連携して全都道府県の経営
改善等が必要な事業者について、事業者のニーズに応じた支援を行
うことが可能。

内閣府所管株式会社地域経済活性化支援機構（REVIC）について
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 金融庁は、2018年３月、地域金融機関等において取引先企業に対する人材紹介業務が可能であることを明確化
 地域金融機関は、取引先企業の事業性評価・伴走支援活動の一環として人材紹介業務を実施。人材紹介の前
提となる経営課題の把握から、人材を紹介した後のフォローアップまで、ワンストップで支援

１ 経営課題の
抽出・分析、提案

取引先の経営課題解
決のため、人材紹介に
よる支援を提案

３
人材の選定・採用

ふさわしい人材を選定
し、取引先企業へ紹
介。採用プロセスを経て
成約

４ フォローアップ・
継続支援

取引先企業に対する
継続的なフォローや、
入社した人材に対する
定着支援

２ ニーズの発掘・
求人票作成

経営者等との対話を通
じて、必要となる人材
像を明確化し、求人票
を作成

※ ヒト以外にも、融資や連携
先企業の紹介等、多様な
ソリューションを提供可能

人材紹介業務における地域金融機関の提携先の例

内閣府・プロフェッショナル人材戦
略拠点

大手人材紹介会社、
地場の人材紹介会社

 地域金融機関の人材マッチングフロー

取引先企業への継続的なフォ
ローは、一般の人材紹介会社と
は異なる、地域金融機関の取
組みの特徴

「人材マッチングの仲介役」となる地域金融機関
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事業概要

○ 令和２年度から事実上事業をスタート
〇 予算規模は１０億円（令和２年度・３年度）
〇 地域企業の経営幹部や、経営課題解決に必要な専門人材を確保し、地域企業の
成長・生産性向上の実現を目指す。

○ 地域金融機関等が、地域企業の経営課題や人材ニーズを調査・分析し、地域金融
機関等が職業紹介事業者等と連携して行う人材マッチング事業（地域人材支援事業）
を支援する。

〇 具体的には、マッチングの成約時に、成果に連動してインセンティブ（補助金）を与える。
〇 日常的に地域企業と関わり、その経営課題を明らかに する主体として、地域金融
機関などを想定。

概要

令和２年度実績

成約件数 658

うち常勤雇用 312

うち常勤雇用以外の形態 346

〇マッチング人材のポスト

〇マッチング人材の年収 〇 マッチング人材の年齢層

（令和３年３月末時点）

〇 人材受入企業の売上高規模
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先導的人材マッチング事業



 現在、人材紹介業務に取り組む地域金融機関は、全都道府県に広がりを見せる。
 内閣府・先導的人材マッチング事業（※）へは、全国で８0以上の地域金融機関が参画
※経営人材等のマッチングを行う地域金融機関への政府（内閣府）の支援事業

【業態内訳】
第一地銀等 58
第二地銀 20
信用金庫 9
計 87
※はFG等による共同申請

（注）内閣府作成資料を基に金融庁作成

 令和３年度先導的人材マッチング事業採択結果
【北海道地方】
・北洋銀行(北海道)

【東北地方】
・青森銀行
・みちのく銀行(青森)
・岩手銀行
・七十七銀行(宮城)
・秋田銀行
・北都銀行(秋田)
・荘内銀行(山形)
・山形銀行
・東邦銀行(福島)
・北日本銀行(岩手)
・仙台銀行(宮城)
・きらやか銀行(山形)
・福島銀行

【関東・甲信越地方】
・埼玉りそな銀行
・群馬銀行
・足利銀行(栃木)
・常陽銀行(茨城)
・武蔵野銀行(埼玉)
・千葉銀行
・千葉興業銀行
・きらぼし銀行(東京)
・横浜銀行(神奈川)
・第四北越銀行(新潟)
・山梨中央銀行
・八十二銀行(長野)
・東和銀行(群馬)
・栃木銀行
・大光銀行(新潟)
・長野銀行
・アイオー信用金庫(群馬)
・亀有信用金庫他(東京)

【北陸地方】
・北陸銀行(富山)
・富山銀行
・北國銀行(石川)
・福井銀行※
・福邦銀行※(福井)

【東海地方】
・静岡銀行
・清水銀行(静岡)
・大垣共立銀行(岐阜)
・十六銀行(岐阜)
・三十三銀行（三重）
・百五銀行(三重)
・愛知銀行
・名古屋銀行（愛知）
・浜松磐田信用金庫(静岡)
・東濃信用金庫(岐阜)
・豊川信用金庫(愛知)
・碧海信用金庫(愛知)
・西尾信用金庫(愛知)

【近畿地方】
・滋賀銀行
・京都銀行
・りそな銀行(大阪)
・池田泉州銀行(大阪)
・関西みらい銀行(大阪)
・南都銀行(奈良)
・紀陽銀行(和歌山)
・但馬銀行(兵庫)
・みなと銀行(兵庫)
・大阪信用金庫
・尼崎信用金庫(兵庫)

【中国地方】
・鳥取銀行
・山陰合同銀行(鳥取・島根)
・中国銀行(岡山)
・広島銀行
・山口銀行※
・トマト銀行(岡山)
・もみじ銀行※(広島)

【四国地方】
・阿波銀行(徳島)
・百十四銀行(香川)
・伊予銀行(愛媛)
・四国銀行(高知)
・愛媛銀行
・高知銀行

【九州・沖縄地方】
・福岡銀行※
・西日本シティ銀行※(福岡)
・北九州銀行※(福岡)
・佐賀銀行
・十八親和銀行※(長崎)
・肥後銀行(熊本)
・大分銀行
・宮崎銀行
・鹿児島銀行
・琉球銀行(沖縄)
・福岡中央銀行
・長崎銀行※
・熊本銀行※

令和２年度実績
成約件数 658
うち常勤雇用 312
うち常勤雇用以外 346
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「人材マッチングの仲介役」となる地域金融機関



地域企業による大企業人材の採用

令和２年度第３次補正予算で、経営人材を新たに採用し
た地域企業への補助など、約30.6億円を計上

地
域
の
中
堅
・

中
小
企
業 人材リスト

地域経済
活性化支援機構
（REVIC）
人材リスト管理

求人
ニーズ

検索
(オンライン)

人材
紹介

情報
登録地銀等・

提携先の人材紹介会社
など

人材マッチングの
仲介役

政府の関連施策
との連携

大企業

地域企業で
活躍したいと
考える社員 等

※ 大企業：資本金10億円以上 又は 常時使用する従業員の数が2,000人を超える法人
※ 中堅・中小企業：資本金の額又は出資の総額が１０億円未満、かつ、常時使用する従業員の数が１
０人以上２，０００人以下の法人
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地域企業経営人材マッチング促進事業について



地域の中堅・中小企業への補助
（地域企業経営人材確保支援事業給付金） 大企業人材への研修・ワークショップの提供

 大企業人材と地域企業※1との間に存在する年
収ギャップ等を一定程度解消し、地域企業によ
る経営人材確保を進めるため、人材リストを活
用して経営人材を獲得した地域企業に対し、
最大500万円※2を 補助

 地域の中堅・中小企業の経営人材として働くこ
とや、地域ごとの実情を把握してもらい、地域企
業で役に立つ能力やスキルを再発見・再構築
する機会を提供するため、人材リストに登録さ
れた大企業人材に対する研修・ワークショップ
を実施

 転職後に人材と企業間でのミスマッチを減らし、
大企業人材の活躍を後押し

 今夏から研修・ワークショップの提供を開始

※1 「地域」には、特に制限を設けないこととし、三大都
市を含む日本全国の中堅・中小企業を対象とする。

※2 地域企業が、経営人材の要件（年収600万円
以上）を満たす人材を採用した場合に、 地域企業
に対して、当該人材に支払う年収の３割、２年分に
相当する金額を、上限500万円まで一時金で補助
する。
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地域企業・大企業人材双方への支援の取組



現在 新たな選択肢

個別資産に対する担保権のみ

担保権の対象は土地･工場等の有形資産が中心

(ノウハウ、顧客基盤等の無形資産が含まれず、
事業の将来性と乖離)

事業全体に対する担保権を選択肢に

担保権の対象は無形資産も含む事業全体

(ノウハウ、顧客基盤等の無形資産も含まれ、
事業の将来性と一致)

 金融機関には、不動産担保や経営者保証ではなく、事業そのものを評価し融資することが求められてい
る。

 特に、産業構造の変化で工場等の有形資産を持たない産業の重要性が高まっているほか、開業や事業
承継、事業再生の局面での円滑な資金調達の必要性も高まっている。

 こうした取組みを更に進めるため、金融機関・事業者双方に適切な動機付けをもたらせるよう、法務省で
の民法（担保法制）見直し議論に合わせ、新たな選択肢となる担保権（例：事業成長担保権(仮
称)）に関する論点整理を公表（令和2年12月25日）。

 今後、法務省・法制審議会への問題提起などを通じて、法務省の議論に貢献していく。

「事業者を支える融資･再生実務のあり方に関する研究会」論点整理（2020年12月） より 21

金融仲介機能の更なる進化に向けた包括担保法制の検討➀
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金融仲介機能の更なる進化に向けた包括担保法制の検討➁



連携強化による事業者支援



中小企業のバランスシート

事業負債

自己資本

事業資産
（長期資金不足）

借入金

（資産） （負債・自己資本）

資金繰り支援
本業支援

金融支援

金融機関による支援の他、認定
支援機関（コンサル会社、中小
企業診断士、税理士等）や信用
保証協会の支援もある
また、よろず支援拠点のような公
的な支援機関も利用できる

関係する金融機関とともに、
・弁護士
・再生支援協議会
・サービサー 等と連携

本業支援と金融支援の組み合わせ
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本業支援と金融支援の組み合わせ➀



サービサー・ファンド

金融機関

本

部

営

業

店

起案

承認 企

業

ニーズ

事
業
再
生
・
企
業
支
援
部
署

 企業価値（時価）算定
 金融支援（債権買取）
 資本支援

税理士・会計士・中小企業診断士
 専門性発揮
 事業計画策定支援

信用保証協会

中小企業再生支援協議会
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 2021事務年度金融行政方針より抜粋
地域における事業再生の担い手の一つとして、債権買取・回収にとどまらない事業再生支援機能を有する
サービサーについて、その有効な活用の促進を検討する観点から、サービサーによる優良な事業再生事例の
収集を含めた実態把握に向けた取組みを進める。

本業支援と金融支援の組み合わせ➁



① Web上に金融機関専用の事業者支援ノウハウ共有用のプラットフォームを設置
内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 『地方創生カレッジ』 の枠組みを活用

② 各地域内における事業者支援等のノウハウ共有の取組み拡大への後押し
各地域への事業者支援の有識者・実務者の紹介・協業、ノウハウの集約など

(例) 栃木県内の金融機関・保証協会が、11月13日（金）に「企業支援者育成シンポジウム」を開催。財務事務所、
金融庁も参加して、講演等の他、10名前後の少人数グループに分かれて事業者支援に関する事例研究等を実施。

小規模企業

金融機関の現場担当者それぞれが
経営改善等の支援に取り組んでいくべき状況に

（事業者数イメージ）

中小企業

大企業
中堅企業

コロナ禍の影響を
大きく受けた
企業が多数存在

地域の関係者（金融機関、保証協会等）が連携して円滑に事業者支援を進めていくよう、地域の支援態勢の実効性を確保して
いくため、 金融機関の現場職員の間で、地域・組織を超えて事業者支援のノウハウを共有する等の取組みを支援

事例研究の模様

• 本年1月よりトライアル運用、4月より本格稼働を開始、活発な投稿が寄せられている。
• 参加者専用のクローズドサイトへの投稿、オンライン勉強会等を開催
• 参加者からは、「地域・組織・業態を超えたやり取りがなされたことが有用であった」との声が寄せられている。

トライアル
45機関122名

本格稼働・一次追加登録
131機関 3１１名

二次追加登録
179機関 423名

閲覧による参加
（72機関）

2021.1～３
2021.４～

2021.９～

オンライン勉強会
の模様
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事業者支援に関するノウハウ共有➀



事業者支援ノウハウ共有サイト
意見交換の様子

※ 地域・業態・組織を超えた意見交換が
行われます。

コロナ禍における売り上げ回復のポイントを教えてください。

飲食店や小売業、卸売業など売上高の回復が急務となっている事業者に対して、販路開
拓などの有効なノウハウがあれば、おしえてください。小規模事業者の場合には、ネット通
販などで新たな販路が拡大できるものなのでしょうか。

売上高回復については、誰にでも効く特効薬はないと思います。まずは市場やニーズを細分化して、
適切なターゲットを選定することかと思います。飲食業なら、既存客に対する単価や来店頻度を
アップについて、具体的に検討してはどうでしょう。

中国地区 信用保証協会

東海地区 地方銀行

コロナ禍での制度融資や条件変更はどう対応していますか。
据置１年で実質無利子無利息融資を利用した事業者が多く、間もなく据置期間が終了
します。他方でコロナ禍の長期化により、返済が難しい事業者様も少なくないのですが、
皆様の地域では、どのようなご対応をされていますか。

①条件変更（元本停止・リスケ）②それでも資金繰りがつかない場合は追加融資
無利子無利息とはいえ返済は必要になるので、むやみに借入を増やすのではなく、資金繰りの予
定を検討したうえで、条件変更を優先しております。柔軟に対応していく必要があると思います。

関東地区 信用組合

四国地区 地方銀行

（イメージ）
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事業者支援に関するノウハウ共有➁



栃木県 沖縄県 北海道 岐阜県 岡山県
「とちぎ発 地域金融のコロナ
への挑戦」

（令和２年11月13日）

主催：足利銀行、栃木銀行
栃木県信用保証協会

後援：宇都宮財務事務所

「沖縄版・企業支援によるコ
ロナへの挑戦」

（令和３年２月19日）

主催：沖縄総合事務局
中小機構沖縄事務所

「北海道における経営改善
支援のさらなる向上に向けた
シンポジウム」

（令和３年３月18日）

主催：北海道財務局

「ぎふ発 地域金融によるコロ
ナへの挑戦」

（令和３年６月18日）

主催：十六銀行
大垣共立銀行
岐阜信用金庫
岐阜県信用保証協会
岐阜市信用保証協会

後援：岐阜財務事務所

「岡山版・企業支援によるコ
ロナへの挑戦」

（令和３年６月25日、28日）

主催：岡山財務事務所

 オンラインでの取組みである「事業者支援ノウハウ共有サイト」に加え、リアルでの取組みである各地域における事業者支援の有識者・
実務者の紹介・協業を企図したシンポジウムの開催を支援し、 地域の事業者支援にかかるノウハウの集約を後押し。

 栃木県や沖縄県では、シンポジウム後に少人数制の分科会（少人数による意見交換会）を実施し、参加者からは、事業者へのア
プローチ方法や支援手法等についての各金融機関の悩みが解決できた等の声があった。

＜パンフレット＞

＜分科会の様子＞

＜パンフレット＞

＜事例報告＞

＜パンフレット＞

＜登壇者＞

＜パンフレット＞

＜案内文＞
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事業者支援に関するノウハウ共有③



 ポストコロナの活力ある経済の実現を目指して、事業者の経営改善・事業再生・事業転換支援等の取組みを一体的かつ包括的に
推進する必要。このためには、金融機関、信用保証協会、商工団体、地方公共団体、中小企業再生支援協議会、中小企業基盤
整備機構、地域経済活性化支援機構（REVIC）、税理士等の地域の関係者の連携・協働が不可欠。

 こうした観点から、財務局において、経済産業局と連携して、都道府県ごとに、事業者の支援にあたっての課題と 対応策を共有す
る「事業者支援態勢構築プロジェクト」を推進する。その際、必要に応じて支援や相談の軸となる中核機関を特定するなど、個々の
事業者が適切な地域の関係者から支援を受けられる態勢が構築できているか確認する。

商工団体

信用保証協会

経済産業局
財務局

政府系金融機関

民間金融機関 地方公共団体

REVIC

中小企業再生
支援協議会

中小企業基盤
整備機構

税理士事業承継・引継ぎセ
ンター

地域の事業者

（注）関連する機関は必ずしも上記に限られない。

公認会計士よろず支援拠点
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事業者支援態勢構築プロジェクト➀
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2021事務年度 金融行政方針（本文）より抜粋

２．地域経済再生のための取組み
（１）経営改善・事業再生・事業転換支援等の推進と態勢構築

ワクチン接種の進捗等により、経済活動は徐々に活性化していくことが期待されるものの、コロナの
影響と売上の回復の行方は個々の事業者により様々だ。特に、資金繰り支援にとどまらない経営課
題に直面する事業者に対しては、地域に根差した金融機関が中心となり、地域・業種の特性も勘
案し、経営改善・事業再生・事業転換支援等の取組みを進めていくことが必要だ。
このため、地域の関係者（金融機関、信用保証協会、商工団体、地方公共団体、中小企業
再生支援協議会、中小企業基盤整備機構、地域経済活性化支援機構（REVIC）、税理士
等）と連携・協働し、実効性のある事業者支援態勢の構築・強化を通じて、経営改善・事業再
生・事業転換支援等の取組みを一体的かつ包括的に推進していく。具体的には、財務局において、
経済産業局と連携し、こうした地域の関係者と協議の上、都道府県ごとに事業者の支援に当たって
の課題と対応策を関係者間で共有する「事業者支援態勢構築プロジェクト」を推進する。その際、
必要に応じて支援や相談の軸となる中核機関を特定するなど、個々の事業者が適切な地域の関
係者から支援を受けられる態勢となっているか確認する。

事業者支援態勢構築プロジェクト➁


